
「インフルエンザ出席停止期間の基準」早見表              平成３１年１月 保健室  

 学校保健安全法施行規則の改正により、インフルエンザの出席停止期間の基準が「解熱後２日を経過するまで」から「発症した後５日を経過

し、かつ、解熱した後２日を経過するまで」と変わりました。発症した日から数えると、６日間の出席停止が必要ということになります。その

後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。 

この措置は、抗ウイルス薬の服用によって熱が早く下がるようになり、以前の期間のままでは感染力が残った状態で 

登校するケースが増えていることから見直しがされ、出席停止期間の基準が変更されました。 

 発症日 

（0日目） 

発症後 

（1日目） 

発症後 

（2 日目） 

発症後 

（３日目） 

発症後 

（4日目） 

発症後 

（５日目） 

発症した後 5 日

を経過した後 

  

発症後 1 日目

に解熱した 

場合 

Ａくん 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

登校可能 

  

発症後２日目

に解熱した 

場合 

Ｂさん 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

登校可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

発症後３日目

に解熱した 

場合 

Ｃさん 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

登校可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

発症後４日目

に解熱した 

場合 

Ｄさん 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

登校可能 

 

 

 

 

発症後５日目

に解熱した 

場合 

Ｅくん 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

出席停止 

 

 

 

登校可能 

  ★1日のうちで、発熱・解熱をともに認めた場合は、発熱期間となります。 

解熱 発症 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

発症後 

４日目 

発症後 

５日目 

発熱 解熱 発症 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

発症後 

５日目 

発熱 発熱

 

 
発熱 

解熱 発症 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

発熱 発熱 

発熱 発熱

 

 
発熱 

発熱

 

 
発熱 

発熱

 

 
発熱 

発熱

 

 
発熱 

解熱 

解熱 

発症 

発症 

解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

★
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、 

℃
以
上
の
熱
が
出
て
か
ら
５
～
６
時

間
が
経
た
な
い
と
、
病
院
で
検
査
を
し
て
も
反
応
が
出
ま
せ
ん
。

学
校
で
発
熱
し
た
場
合
は
迎
え
に
来
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
発
熱

後
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
受
診
さ
れ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。 

★
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
一
旦
熱
が
下
が
っ
て
も
、
再
び
発
熱
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
二
峰
性
発
熱
と
言
い
ま
す
）
出
席
停
止
期

間
に
従
い
、
感
染
力
が
弱
く
な
る
ま
で
登
校
を
控
え
る
こ
と
で
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
蔓
延
を
防
ぐ
こ
と
を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。 
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